
 

 何
広
域
連
合
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
者
署
名
簿
様
式(

第
九
条
関
係) 

  
有
効 

無
効 

署
名
の
偽
造
、
数
の
増
減
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す(

地
方

自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
の

四
第
二
項)

。 

署
名
を
行
お
う
と
す
る
者
が
心
身
の
故
障
等
に
よ
り
署
名
簿
に
署
名
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
で
、
そ
の
者
の
委
任
を
受
け
た
と
き
以
外
は
、
代
筆
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん(

同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

七
十
四
条
第
八
項)

。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す(

同

法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
の
四
第

三
項)

。 

 

令
和
何
年
何
月
何
日 

 
 
 

何
広
域
連
合
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
者
署
名
簿 

 
(

第 
 
 

号) 

 
 
 

署
名
収
集
者 

氏

名 

(
表
紙) 

  
番
号 

  
署

名

年
月
日 

  
住
所 

  
生
年

月
日 

  氏
名 

  
代
筆
者

の
住
所 代

筆
を
し
た
場
合 

  
代
筆
者

の
生
年

月
日

 

  
代
筆
者

の
氏
名 

  備
考 

 



 

備

考 

 
一 

本
署
名
簿
を
二
冊
以
上
作
成
し
た
と
き
は
、
各
署
名
簿
に
通
ず
る
一

連
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
書(

写)

及
び
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
代
表
者

証
明
書(

写)

又
は
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
署
名
収
集
委
任
状
は
、
こ
れ

を
表
紙
の
次
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
。 

 

三 

署
名
簿
は
、
署
名
収
集
者(

請
求
代
表
者
又
は
請
求
代
表
者
の
委
任

を
受
け
た
者
を
い
う
。)

ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

四 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
九
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
附
記
は
、
当
該
署
名
の
備
考
欄
に
記

入
す
る
こ
と
。 

 

五 

署
名
簿
が
二
冊
以
上
あ
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十

二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
九
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る

記
載
は
、
一
連
番
号
の
最
後
の
署
名
簿
の
末
尾
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 


